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議案第１４号 川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例の

制定について 

消費税法及び地方税法の一部改正に伴い、上屋使用料等について、消費税率及び地方

消費税率の引上相当分の改定を行うため、及び一部の事務所の廃止に伴い、事務所使用

料を廃止するため改正するもの 

１ 消費税法の一部改正（平成２４年法律第６８号） 

２ 地方税法の一部改正（平成２４年法律第６９号） 

３ 改正内容 

（１）上記１及び２に伴い、上屋使用料及び事務所附帯施設使用料並びに荷さばき地利用

料、ふ頭用地利用料、事務所利用料、事務所附帯施設利用料、駐車施設利用料、軌道

走行式荷役機械利用料及び電気施設利用料について、消費税率及び地方消費税率の引

上相当分の改定を行うもの 

   １００分の１０８ → １００分の１１０ 

（２）使用料の対象となる事務所の廃止に伴い、事務所使用料を廃止するもの 

廃止する施設及び当該施設に係る使用料 

施   設 事務所 

位   置 川崎区千鳥町８番２号 

使 用 料 
１級事務所 １月１平方メートルまでごとに ３，０００円 

２級事務所 １月１平方メートルまでごとに １，７００円 

４ 施行期日 

平成３１年１０月１日から施行。ただし、上記３（２）については、公布の日から施

行 
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（参考） 

１ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部 

 を改正する等の法律による消費税法の一部改正 平成２４年８月２２日公布 この条例 

 の関係部分は、平成３１年１０月１日から施行 

２ 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地 

 方交付税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正 平成２４年８月２２日公 

 布 この条例の関係部分は、平成３１年１０月１日から施行 

３ 条例改正に関係する上記１及び２の内容 

  消費税率及び地方消費税率を引き上げることとされた。   

 区 分 現 行 改正後 

消費税率 ６．３％ ７．８％ 

地方消費税率 １．７％ ２．２％

合 計 ８．０％ １０．０％ 

４ 主な使用料及び利用料金の額 

  次により算出して得た額に１００分の１１０を乗じて得た額 

（１）上屋使用料 

ア 初日から１５日まで 

１日１平方メートルまでごとに １級上屋  １７円 

２級上屋  １６円 

イ １６日から３０日まで 

１日１平方メートルまでごとに １級上屋  ３４円 

２級上屋  ３２円 

ウ ３１日以後 

１日１平方メートルまでごとに １級上屋  ６８円 

２級上屋  ６４円 

（２）電気施設利用料 

  ア 冷凍用コンセント １個１時間までごとに  ７０円 

  イ 動力用コンセント １個１時間までごとに ２２３円 

５ 使用料の対象となる事務所を廃止する理由 

  老朽化が顕著であることから、事務所を廃止するもの 
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川崎市港湾施設条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市港湾施設条例 ○川崎市港湾施設条例 

昭和22年11月26日条例第33号 昭和22年11月26日条例第33号

（使用料） （使用料） 

第13条 特定港湾施設等（指定管理者が管理を行う港湾施設を除く。）の利

用については、利用者から次により算出して得た額（第６号及び第15号に

ついては、当該各号により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額）

の使用料を徴収する。 

第13条 特定港湾施設等（指定管理者が管理を行う港湾施設を除く。）の利

用については、利用者から次により算出して得た額（第６号、第14号及び

第15号については、当該各号により算出して得た額に100分の108を乗じて

得た額）の使用料を徴収する。 

(14) 削除 (14) 事務所使用料 

１月１平方メートルまでごとに １級事務所 3,000円 

２級事務所 1,700円 

（利用料金） （利用料金） 

第13条の２ 第３条各項の許可（指定管理者が管理を行う港湾施設に係るも

のに限る。）を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を支払わなければならない。 

第13条の２ 第３条各項の許可（指定管理者が管理を行う港湾施設に係るも

のに限る。）を受けた者は、指定管理者に利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を支払わなければならない。 

２ 前項の利用料金の支払方法については、規則の定めるところによる。 ２ 前項の利用料金の支払方法については、規則の定めるところによる。 

３ 利用料金の額は、次により算出して得た額に100分の110を乗じて得た額

（第２号（１月以上の利用に係る利用料金に限る。）及び第５号について

は、当該各号により算出して得た額）の範囲内において、あらかじめ市長

の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日から施行する。ただし、第１３条第

１項の改正規定（「１００分の１０８」を「１００分の１１０」に改める

部分を除く。）は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

３ 利用料金の額は、次により算出して得た額に100分の108を乗じて得た額

（第２号（１月以上の利用に係る利用料金に限る。）及び第５号について

は、当該各号により算出して得た額）の範囲内において、あらかじめ市長

の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。 

資料２
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改正後 改正前 

２ 改正後の条例第１３条第１項（第６号に係る部分に限る。）の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の上屋の利用に係る

使用料について適用し、施行日前の上屋の利用に係る使用料については、

なお従前の例による。 

３ 改正後の条例第１３条の２第３項（第７号又は第８号に係る部分に限

る。）の規定は、施行日以後の軌道走行式荷役機械又は電気施設の利用に

係る利用料金について適用し、施行日前の軌道走行式荷役機械又は電気施

設の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。 

４ 施行日前から施行日にわたる軌道走行式荷役機械又は電気施設の利用

（軌道走行式荷役機械にあっては利用を開始してから３０分までごとの利

用、電気施設にあっては利用を開始してから１時間までごとの利用のう

ち、この条例の施行の時を含むものに限る。）は、施行日以後の軌道走行

式荷役機械又は電気施設の利用とみなして、前項の規定を適用する。 
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